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平成３０年 第１２回宇都宮市教育委員会会議録 

１ 日時    平成３０年８月２１日（火） 開始時刻 午後３時００分～ 

２ 場所    宇都宮市役所１３階 教育委員室 

３ 出席者   水越教育長，大場委員，伊藤委員，山田委員，清島委員 

４ 説明員   菊池教育次長，栗原学校教育担当次長，秋山教育企画課長， 

        冨山総務担当主幹，猪瀬学校管理課長，鈴木学校教育課長， 

        荒木学校健康課長，今平文化課主幹，掛布スポーツ振興課長， 

荒井国体推進課長，田中教育センター所長 

５ 書記    田上課長補佐，横塚総務担当副主幹，本田係長，関係長，渡邉総括， 

分田主事 

６ 傍聴者   １名 

７ 議題 

⑴ 審議事項 

  議案第３４号 教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の提出について 

議案第３５号 教育委員会評価について 

 ⑵ 報告事項 

報告第４７号 平成３０年度宇都宮ジュニア未来議会の概要について 

報告第４８号 教育行政相談の内容と対応について 

報告第４９号 育英事業における収納対策について 

報告第５０号 平成２９年度いじめ，暴力行為，不登校の状況について 

報告第５１号 学校等事件・事故について 

報告第５２号 平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果概要について 

⑶ その他 

① 平成３０年度第１回生涯学習センター運営審議会の結果について 

② 平成３０年度第１回社会教育委員の会議の結果について 

③ 宇都宮美術館企画展「篠山紀信展 写真力」について 
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８ 議事の内容 
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ただいまから，平成３０年第１２回宇都宮市教育委員会を開会する。 

本日の会議録署名委員は伊藤委員，山田委員とする。 

平成３０年第９回及び第１０回教育委員会の会議録についてご意見などあるか。 

（特になし，全員了承） 

それでは，大場委員，清島委員，伊藤委員にそれぞれ署名をお願いする。 

（会議録に署名） 

 

本日は所用により，文化課長が欠席となる。 

 

議案第３４号，報告第４８号，報告第５０号及び報告第５１号は，「意思形成過程

にあるもの」及び「個人情報が含まれているもの」であるため，非公開としてよろ

しいか。 

（全員賛成） 

全員賛成なので，これについては非公開とする。 

 

それでは，審議事項に入る。 

議案第３５号「教育委員会評価について」説明願う。 

【説明要旨】 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき，宇都宮

市教育委員会が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価を実施し，報告書を作成した。 

○ 本年度の報告書の工夫・改善点については，評価する内容をわかりやすくす

るため冒頭で評価の趣旨等について説明を加えたことや，「評価」及び「課題と

今後の方向性」について第６章総合評価として新たに設けたことなどである。 

○ 報告書については，８月２４日に議会へ提出したのち，本市ホームページに

掲載する。 

説明は以上だが，質疑などはあるか。 

報告書１４ページの「キ 教育委員による自主活動など」のうち，地域の活動と

して少年指導委員研修会とあるが，市教委で委嘱している青少年指導員ではないか。 

私が提出したもので，県警から委嘱され，少年の健全育成や非行防止活動を行う

少年指導委員である。 

それでは，議案第３５号を決定してよろしいか。 

（全員了承） 

議案第３５号を決定する。 

 

次に，報告事項に入る。 

報告第４７号「平成３０年度宇都宮ジュニア未来議会の概要について」説明願う。 
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総務担当主幹 
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【説明要旨】 

○ 本年度のジュニア未来議会では，教育委員会に関係する質問が２件あった。

内容については以下のとおり。 

・うつのみやジュニア芸術祭を通じた文化の振興について（文化課） 

・宇都宮の郷土料理を子どもたちに認知してもらう手段について（学校健康課） 

説明は以上だが，質疑などはあるか。 

（特になし） 

それでは，報告第４７号を承認してよろしいか。 

（全員了承） 

報告第４７号を承認する。 

 

報告第４９号「育英事業における収納対策について」説明願う。 

【説明要旨】 

○ 平成２９年度の収納率は，現年度と過年度を合わせて８９．９％であり，昨

年度より０．６％改善している。 

○ 収納対策として，電話催告業務委託や非常勤嘱託員による平日臨戸訪問等を

行っているほか，口座振替の加入促進として，未加入者に対する更なる利用促

進を図っている。 

○ 今年度も同様の取組を継続的に実施するほか，コンビニ収納導入や債権管理

回収業務の民間委託の導入に向けた検討を行い，収納率の維持・向上に努める。 

説明は以上だが，質疑などはあるか。 

過年度分の滞納額について，最終的な処理としては，５年程経ったら回収不可分

として処理をするのだろうか。 

 現状，それぞれの滞納者については，納付の意思があるという事を確認している。

過年度分の収納対策として電話催告業務の委託や嘱託員などを活用しているが，財

産の内容などまでは調査は進まない状況である。民間のノウハウを活用した債権回

収業務の民間委託については，本当に回収の進まない滞納者に対する指導や財産状

況に関する踏み込んだ調査を民間委託して，最終的に法的措置に移すかどうかとい

うところを検討していきたい。年間に１，０００～２，０００円しか回収できない

場合もあるので，そうした方々の生活状況などについて，踏み込んだ調査をさせて

いただきたい。 

過年度分の収入未済額が１９６５．８万となっているが，法的措置を取ると滞納

者１件あたりのコストが見合わないだろう。回収する努力をするにしても，コスト

がかかりすぎるのではどうしようもないため，どこかで見切りをつける必要がある

のではないか。貴重な財源をきちんと戻さないことは遺憾であるが，現実的な対応

も必要であると思う。なぜ徴収しないのだという市民からの声はあると思うが，私

個人としては全体のバランスもあると考えている。 

私どももそのように考えているが，一方では全庁的な取り組みとして，法的措置

の実施など適正な債権管理を推進するという考え方もあるため，引き続き取り組ん

でまいる。 
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それでは，報告第４９号を承認してよろしいか。 

（全員了承） 

報告第４９号を承認する。 

 

報告第５２号「平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果概要について」説明

願う。 

【説明要旨】 

○ 教科に関する調査の結果については，小６・中３ともに全教科で，平均正答

率が全国平均・県平均を上回っている。 

○ 中学校国語では「意見の下書きを推敲して直した意図として適切なものを選

択すること」，中学校数学では「与えられた記録から中央値を求めること」，小

学校理科では「ろ過の操作方法の理解」などに課題が見られた。 

○ 児童生徒のアンケート結果では，自己肯定感など学力との相関が高いと言わ

れている質問について肯定的回答が全国平均を上回っている。 

○ 学校のアンケート結果では，家庭学習についての指導を工夫している学校の

割合が全国平均を大きく上回っている。  

○ 今後，詳細な分析を各学校に配付するとともに市ＨＰで公開する。 

説明は以上だが，質疑などはあるか。 

全国平均を下回った場合にも，どこに課題があるのか認識しているようで，有意

義な報告である。世間では，他と比べると上回っているといったことや，全国何位

であるといったことに目が行きがちだが，何に課題があり，どう補うかということ

が重要である。この報告書により，教職員も課題を理解していると思うので，とて

も意味がある。 

先生方の努力の結果であり，嬉しい結果である。伊藤委員がおっしゃったように，

課題を意識して今後も頑張ってほしい。 

引き続き，鋭意努力してほしい。 

それでは，報告第５２号を承認してよろしいか。 

（全員了承） 

報告第５２号を承認する。 

 

次に，「その他」の案件になるが，その他の案件については，資料提供のみである

ので，後ほどご覧いただきたい。 

 

【公開できる案件の終了】 

 

これからの議案は非公開の案件であるため，傍聴者等の退席をお願いする。 

 

【傍聴者の退席，非公開審議の開始】 
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○ 議案第３４号「教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の提出に

ついて」 

 ⇒ 決定 

○ 報告第４８号「教育行政相談の内容と対応について」 

⇒ 承認 

 ○ 報告第５０号「平成２９年度いじめ，暴力行為，不登校の状況について」 

  ⇒ 承認 

○ 報告第５１号「学校等事件・事故について」 

⇒ 承認 

 

【非公開審議の終了】 

 

その他委員の皆さまから何かご意見などあるか。 

 

（特に無い場合） 

 

最後に，事務局から連絡事項をお願いする。 

 

連絡事項説明（教育企画課長補佐） 

今後の会議等の日程について 

・ ８月２４日（金）  午後３時００分～ 市議会との意見交換会 

・ ９月２１日（金）  午前９時００分～ 定例会 

             午後４時００分～ 総合教育会議 

             午後６時００分～ 二役との懇親会 

 

以上をもって，本日の委員会を閉会とする。 

 

終了時刻  午後４時３０分 

 

 

                  

 

                  

 

 


